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第１章 総論 
 第１節 調査研究の趣旨 

 本調査研究は、平成１５年度に整備した金属プレス製品製造業における「職業能力の体

系」（以下、「体系」という。）を更新整備することによって、経営環境や技術革新等の変化

に伴う職業生活における多様な職務内容を再度、分析して職務遂行に必要な能力を明らか

にする。もって、中小企業等における段階的かつ体系的な職業能力開発の推進及び公共職

業能力開発施設における訓練内容の充実を具現し、我が国の職業能力開発の推進に寄与す

ることを目的としている。 

 

この背景として、産業構造の変化や技術革新に伴い雇用形態が多様化するなど、目まぐ

るしく変化する社会経済状況下においては、働いている人やこれから働こうとする人に対

する多様な職業能力開発が求められ、その基本理念を職業能力開発促進法では次のように

定めている。 

 

基本理念(同法第三条) 

「労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮でき

るようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であ

るとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、こ

の法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、産業構造の変化、技術

の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の

適応性を増大させ、及び転職に当たっての円滑な再就職に資するよう、労働者

の職業生活設計に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系

的に行われることを基本理念とする。」 

 

この職業能力開発促進法の基本理念を具現化するために、独立行政法人高齢・障害・求

職者雇用支援機構（以下、「機構」という。）では、職務分析によって職業を段階的にかつ

体系的に整理し、「職業能力の体系1 」として広く提供している。こうして整備された体系

は、職業能力開発に関心の高い企業において、職務やその内容の明確化や教育訓練コース

を設定する際の参考資料として活用されている。また、公共職業能力開発施設においても、

訓練ニーズの調査や訓練カリキュラムを策定する際の参考資料としても活用されている。 

 

  

                                                 
1 「職業能力の体系」は、産業・業種ごとの職務を遂行するために必要な職業能力（知識、技能・

技術）を整理したもの（様式１～４）である。これと併せて、当該職業能力の開発及び向上のた

めの教育訓練をどのように進めるか、について当機構がこれまで培ってきたノウハウを段階的か

つ体系的（職務別、課題別、目標別に整理した訓練コースや具体的なカリキュラム）に整理する

ための「職業訓練の体系」（様式５～７）があり、両者を合わせて「職業能力開発体系」と呼んで

いる。詳細は、第１章第３節を参照のこと。 
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 この他、平成21年4月21日制定の「高齢・障害・求職者雇用支援機構 職業訓練サービ

スガイドライン」で第3章、第4章の「職業訓練ニーズ等の明確化」、「職業訓練プログラ

ム等の設定」、「職業訓練サービスの品質に関する方針」、「ナレッジ・マネジメント」

（国家的資産の蓄積と継承）にて職業能力開発体系に関する整備、定期的な見直し、実施

体制、離職者訓練、在職者訓練、高度技能者養成訓プログラム等への見直し展開、国家的

資産として蓄積、継承、充実を図ることが謳われている。以下に抜粋を記載する。 

 

 

【高齢・障害・求職者雇用支援機構 職業訓練サービスガイドライン】抜粋 

   

～ ３ 職業訓練サービス 

３．１ 職業訓練ニーズ等の明確化 

3.1.1 職業訓練ニーズの把握 

職業訓練ニーズは、以下のプロセスによる効果・効率的な手法により把握する。 

a) 産業・業種ごとに職務分析を行い、それぞれの職務と仕事の実態を明らか 

にした職業能力開発体系を整備するとともに定期的に見直し、これを活用して

産業界が求める人材及びその人材に必要な職業能力を明らかにする。 

 

～ ３．２ 職業訓練プログラム等の設定 

3.2.4 カリキュラムモデルの開発・見直し 

～b) この開発に当たっては、職業能力開発体系の職務分析を踏まえた職務と仕事との 

関係を明確化する。 

  

～ ４．２ 職業訓練サービスの品質に関する方針 

～② ナレッジ・マネジメントの視点 

a) 職業能力開発体系のモデルデータの拡充又は見直しを計画的に行うとともに、 

その過程を通じて、産業界の人材確保及び人材育成など諸課題の解決に資する 

実態を把握する。また、離職者訓練、在職者訓練、高度技能者養成訓練に関す 

るカリキュラムモデル等についても不断の見直しを行い、その結果を公表す 

る。 

 

～ ４．９ ナレッジ・マネジメント（国家的資産の蓄積と継承） 

a) 事業運営を通じて得られた以下の知識、ノウハウ等については、国家的資産とし 

て蓄積し、これらを適切に継承し、充実を図る。 

ⅰ 職業能力開発体系のモデルデータ 

職業能力の体系 

職業訓練の体系 
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第２節 金属プレス製品製造業における「職業能力の体系」の更新整備概要 

 ２－１ 経緯（職業能力開発体系の整備状況） 

 本調査研究テーマの職業能力開発体系自体、平成２６年３月以前迄、生涯職業能力開発

体系（職業能力体系と職業能力開発体系から構成）として日本標準産業分類の業種を踏ま

えて、業種ごとに整備されている。並行して、平成２３年度策定の「生涯職業能力開発体

系整備計画について」（10 か年計画）における見直し基準や対象業種選定基準に沿って、

更新整備や新規整備が随時実施され、現在では業種別で 97 業種（農業、建設業、製造業、

サービス業等）、汎用分野として１分野（電気保全（メカトロ）分野）、10 部門（経営･事

務、営業、管理）が整備されている。平成２６年３月２７日付け、25 高障求職公発２２０

号「職業能力開発体系を活用した職業能力開発業務の推進について」により「生涯職業能

力開発体系」の名称を「職業能力開発体系」に改め、その構成要素もそれぞれ、「職業能力

体系」（仕事の体系）を「職業能力の体系」に、「職業能力開発体系」（研修の体系）を「職

業訓練の体系」に変更されているが、その精神、考え方はそのまま引き継がれている。（「職

業能力の体系」「職業訓練の体系」の整備状況は次頁参照） 

  

本資料は、このような経緯の中、金属プレス製品製造に係る経営環境や技術革新等の変

化に伴い、職務内容は絶えず変化していることから、平成１５年度に旧「生涯職業能力開

発体系」として整備されたものを現「職業能力開発体系」の構成要素である「職業能力の

体系」として更新整備し、まとめたものである。 

 

 今回の当該体系の更新整備にあたり、協力団体として平成１５年度当該整備にご協力い

ただいた一般社団法人 日本金属プレス工業協会に再度依頼し、引き続きご協力いただく

こととなった。同団体から推薦を受けた調査研究委員及び委員会（年 4 回開催（コロナ感

染症の影響により第 1 回委員会は中止））のスケジュール、検討内容等の詳細については、

同作業部会（年 3 回開催）及び委員のスケジュール等を含め、第 2 節 2-5 で述べることと

する。 

 

 本調査研究である金属プレス製品製造業における「職業能力の体系」の更新整備は、日

本標準産業分類を踏まえた業種であり、以下の整備方針のとおりである。勿論、令和２年

度の金属プレス製品製造業における「職業能力の体系」整備に関する調査研究は、平成１

１年度能力開発研究センター年報における「生涯職業能力開発体系に係わる業種別職務分

析に関する研究」概要及び平成１５年度同年報における「生涯職業能力開発体系の検証及

び拡充」に係る研究の概要で得られた成果（様式１～４）を踏まえたものである。 

 

【令和２年度「職業能力の体系」整備に関する調査研究】の整備方針 

 整備内容及び詳細事項については、第 2 章第 1 節から第 4 節で各論として記述するが、

基本方針となる骨格を以下に示す。 

① 平成 15 年度整備の当該体系（様式 1～４）を踏まえ、更新（見直し）整備を行う。 

② 具体的な整備の変更点は、「職業能力の体系」の整備に関するマニュアルに従う。 

＜主な変更点＞ 

○「職業能力の体系」は、組織構成（職務構成表）、業務構成、能力構成となり、

組織構成の項目が 3 項目(部門１-部門 2－職務)から 2 項目（部門－職務）に変更
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され、新書式の呼称を職務分析表とした。 

○各作業要素は「作業遂行に重要な動作」の優先度・重要度を考慮して、原則、一

つの「～ができる」の下に、それぞれ「～を知っている」を３つ程度記述した。 

○営業部門、生産管理部門、経営及び事務管理部門はできるだけ、既存の汎用デー

タを活用する。(各業種によって汎用データに補筆・修正等は必要となる。) 

③ 当該マニュアルを踏まえて、業務の流れ図、職務構成表、職務分析表を作成した。 

④ 過去、仕事のレベル表記が困難な場合が多々あり、当該表記方法の結論については 

今後も継続して検討することになるが、現状、外部委員の意見を踏まえ、令和元年 

度から更新整備で使用した「１～」「２～」「３～」「４～」という区分レベルと個人 

の能力レベルを考慮した表記とした。 

 

 【平成 15 年度「生涯能力開発体系の検証及び拡充」に係る研究」】の概要 

  以下、平成 15 年度年報よりの抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上述の研究概要及び平成 15 年度「生涯職業能力開発体系の検証及び拡充」に関す

るまとめとして第 1 分冊、第 2 分冊、第 3 分冊）において作業部会委員名簿、作業部

会要旨及び職務構成表、職務分析表の成果物が記載されている。 

【概要】 

近年、いわゆる日本型雇用形態であった「終身雇用・年功序列制」に変化が生じており、かかる状

況より一層の人材の効果的活用が求められている。 

一方、必要とされる人材の職業能力（スキル）が重視され、職業生活全期間を通じて職務に必要な

新知識及び技能・技術を体系的・段階的に取得させる人材育成の枠組み造りが課題とされている。 

このことから、人材育成を進めるにあたって、人材育成戦略及び中長期的育成計画に基づき、経済

性・効率性の視点から体系的・段階的に能力開発を行うことが肝要である。 

これらを踏まえて、雇用・能力開発機構ではこれまでの職業能力開発のノウハウを結集して「生涯

職業能力開発体系」の検証等に取り組んできた。これまでに試行的に作成したデータの検証や不足し

ているデータを拡充し、体系化して職場での仕事の明確化、能力開発目標の明確化を可能として計画

的、効果的な人材育成に資することとしている。 

おって、この体系は、各企業の全従業員に対して何ができて、何ができないのかを明確化すること

によって、各人の将来の職業能力開発方針を策定することが可能である。この体系を「職業能力のモ

ノサシ」及び「職業能力の道標」として利用することにより、各人の将来目標、個人研修プログラム

を作成することができ、かつ、これらをＯＪＴ、Ｏff-ＪＴにて実施し、職務遂行能力を高めること

ができるものである。 

【開発研究成果】 

次の業種について各作業部会による検証と拡充を図った。 

① 職別工事業（協力団体：全日本板金工業組合連合会、日本室内装飾事業協同組合連合会） 

② 設備工事業（協力団体：(社)日本空調衛生工事業組合） 

③ 食料品製造業・飲食料品小売業（協力団体：(社)日本惣菜協会） 

④ 金属製品製造業（協力団体：(社)日本金属プレス工業協会） 

⑤ 一般機械器具製造業（協力団体：(社)日本金型工業会、日本ＭＨ協会） 

⑥ 精密機械器具製造業（協力団体：(社)日本計量機器工業連合会） 

⑦ 洗濯・理容・浴場業（協力団体：全国クリーニング生活衛生同業組合連合会） 

⑧ その他事業サービス業（協力団体：(社)日本人材派遣協会） 

⑨ 飲食料品小売業(食品スーパー業) 

⑩ その他事業サービス業（人材派遣業） 

⑪ 旅館・その他の宿泊所（ホテル(シティホテル)業） 
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【平成 11 年度「生涯職業能力開発体系に係わる業種別職務分析に関する研究」】の概要 

  以下、平成 11 年度年報より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上述の平成 11 年度及び平成 15 年度の研究概要から、「職業能力開発支援業務を円滑 

に展開する」という活用方法の源となる当該体系の位置づけに気付く。「職業能力の体 

系」の作成手順も協力団体と連携して作業部会を開催しながら、客観的に職務構成表、 

職務分析表の検討・検証という流れで作られているとともに、旧雇用能力開発機構、現 

基盤整備センターが培ってきた各種データ（様々な調査研究事業の成果物、生涯職業能 

力開発体系図や標準事業体系図等）の上に成り立ち、今回（令和２年度）の当該体系の 

更新整備につながる経緯となっている。 

 

２－２ 対象業種 

  現在、保有している職業能力開発体系 97 業種の中で、金属プレス製品製造業の当該 

体系については、平成 15 年に整備を行ってから 16 年以上見直しが行われていない。 

一方、職業能力開発総合大学校基盤整備センターホームページの同製造業の体系アク 

セス(ダウンローダ)件数の中で機構外部のアクセス数は、Ｈ28 年度：602 件、Ｈ29 年

度：249 件、Ｈ30 年度：320 件、Ｒ１年度：1159 件となっており、97 業種中 25 位であ

る。また、当機構内の全国施設の当該体系の活用件数（相談支援、セミナーの企画・実

施等）では、Ｈ28 年度：18 件、Ｈ29 年度：17 件、Ｈ30 年度：10 件、Ｒ1 年度：8 件と

なり 97 業種中 4 位の結果となっている。これらの状況からも今回、当該体系デ－タを

更新するとともに新規情報として提示することで、関連団体・企業等にも当該体系の活

用が見込まれることから、金属プレス製品製造業を対象業種として見直すこととした。 

 

 ２－３ 日本標準産業分類の相関 

 従来から当該体系における業種名は、日本標準産業分類（総務省）の大・中・小分類 

名もしくは細分類名を基本にし、当該体系の整備のため設置された委員会で整備内容を 

協議しながら、取り扱う業種の範囲を踏まえ、適切な業種名称とすることにしている。 

生涯職業能力開発体系（以下、「生涯体系」という。）に基づき、職業能力開発支援業務を円滑に展

開するため、支援ツールが求められている。 

そのため、各種支援ツールの基盤データとなる生涯体系の機械化に係る構想について検討している

ところではあるが、本構想を具体的なものにしていくためには、基礎となる能力要素の細目（コア・

データ）を産業・業種・職務別に分析・抽出しておくことが重要な課題となっている。 

そこで、本研究では、全国の人材高度化支援事業認定団体と共同作業でモデル生涯体系を精査する

形で職務分析を行い、事業主団体、個別事業所等の職務実態に即した全国のモデルとなりうる生涯体

系に必要な情報を収集・整備することを目的として行った。 

手順としては、代表的な業種に含まれる仕事（職務、仕事、作業）を洗い出し、それらのレベルを

評価したうえで、さらにこの仕事（業務）を遂行するためには、どのような知識や技能・技術の能力

を有する必要があるかについて調査・分析した。 

対象業種としては、以下の日本標準産業分類中分類 14 業種について職務分析を行った。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(省略) 

（これらの 14 業種中に金属製品製造業として含まれている） 

 

また、ホワイトカラー系職種の職務分析については、生涯職業能力開発促進センターが平成 8 年～

10 年に行った「調査・共同研究開発事業」の報告書から可能な限り情報収集し、精査を行った。 
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ここで、今回の金属プレス製品製造業の更新整備をするにあたり、日本標準産業分 

類との関係を整理しておきたい。平成 11・15 年度に整備された「職業能力の体系」に 

おける業種名である金属プレス製品製造業は当該産業分類上で整理すると、以下のと 

おりである。 

 

概要を述べると、日本標準産業分類の大分類製造業（Ｅ）、中分類（24）：金属製品

製造業、小分類（245）：金属素形材製品製造業となり、細分類として 3 業種（アルミ

ニウム・同合金プレス製品製造業、金属プレス製品製造業（アルミニウム・同合金を

除く）、粉末や金製品製造業）があり、今回対象とした当該体系業種名は、日本標準産

業分類の細分類（2452）金属プレス製品製造業（アルミニウム・同合金を除く）から

業種名を採用したことになる。しかし、今回の見直し整備の委員会等の協議の中で、

当該体系の業種名として業種の幅を考えると、中分類の金属製品製造業の業種幅を持

ちつつ、現状の体系業種名である金属プレス製品製造業を核として当該隊の見直し整

備を行うことが妥当であろうとの見解となった。その理由として、今回の金属プレス

製品製造業の体系では、各種加工法（せん断、曲げ、絞り、圧縮、冷間・温間鍛造等

の加工など）を含めたデータとなっていること、また中分類の金属製品製造業（10 業

種）の企業等にも活用できる当該体系業種となっていること、などの判断からである。 

   今回の当該体系業種の金属プレス製品製造業は、日本標準産業分類上では細分類名 

を採用しているが、中分類の金属製品製造業の業種幅を持ち、且つ、専門分野（経営 

～営業）や技術分野（生産管理～量産）及び各種加工法等の当該体系データであるこ 

とを踏まえると、中分類の金属製品製造業関連の企業等にも十分活用が可能である「職 

業能力の体系」と位置付けることとなった。  

因みに、現在保有している 97 業種の業種名は、日本標準産業分類の中分類名から 9 

  業種、小分類名から 43 業種、細分類以下の業種名から 45 業種を採用している。 

なお、2 業種において、業種の幅が広く、業種幅を限定する必要があるとの当該調 

  査研究委員会の判断で、1 業種 2 種類の職業能力の体系データを作成した例もある。 

（例：平成 30 年度の自動車分野における「職業能力の体系」の更新整備の調査研究委 

員会で業種名の検討がなされ、当該体系の業種名は「自動車部分品・附属品製造業」 

であるが、①自動車機械部品製造業②自動車電装品製造業として 2 種類の当該体系を 

更新整備している。） 

この他、大分類Ｅの製造業の中分類：金属製品製造業中の小分類業種名を見ても、 

現実の金属プレス製品製造業の多くの企業は、日本標準分類の分類を跨いで存在して 

いる。これは、前述したように金属プレス業界での各種加工法の多さ、また製造現場 

で実際に生産している多種多様な製品、部品等を生産している中で致し方ない事実で 

もある。 

これらのことを踏まえて、当該体系の金属プレス製品製造業の「職業能力の体系」 

  の対象業種となる業種名は、常に時代変遷等とともに変化する可能性もあり、業種の 

幅、内容等を精査し、どのように業種名を選定するかは随時、今後の見直し整備（委 

員会等）に委ねるべきであろう。 
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【参考】 

業種名「金属プレス製品製造業」の日本標準産業分類上（平成 25 年 10 月改定）での位置

づけ ＜ここでの（ ）内は、分類項目中の細分類の業種数＞ 

   

大分類Ｅ：製造業 

 中分類２４：金属製品製造業 

    240 管理，補助的経済活動を行う事業所（24 金属製品製造業）（2） 

241 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業（1） 

242 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業（7） 

243 暖房・調理等装置,配管工事用附属品製造業（4） 

244 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む)（6） 

245 金属素形材製品製造業 （3） 

2451 アルミニウム・同合金プレス製品製造業 

     2452 金属プレス製品製造業（アルミニウム・同合金を除く） 

     2453 粉末や金製品製造業 

246 金属被覆・彫刻業，熱処理業（ほうろう鉄器を除く）（6） 

247 金属線製品製造業（ねじ類を除く) (2) 

248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 (1) 

249 その他の金属製品製造業 (3) 

        

 

 ２－４ 対象業種の各種統計データ 

  当該整備の対象業種「金属プレス製品製造業」の各種統計データを記載する。但し、 

金属プレス製品製造業全体としての正確な統計データを記載することは困難で、2020 工  

業統計表「産業別統計表」（経済産業省、令和２年年 8 月 7 日公表）から関連統計を参 

考に抽出している。 

  

基本的には、中分類の「金属製品製造業」及び小分類「金属素形材製品製造業」、細分 

類「金属プレス製品製造業（アルミニウム・同合金を除く）」の統計データを対象としな 

がら、当該見直し整備対象業種名である金属プレス製品製造業の背景となる事業所数、 

従業員規模等の統計データ等を明らかにすることとする。 

 

図表 1－1～3 の中・小・細分類（金属製品製造業、金属素形材製造業、金属プレス製 

品製造業）の従業員規模別事業所数に着目した場合、図表 1－1 の金属製品製造業(中分 

類)の全事業所数 25,213 社(4 人未満の事業所を除く)の従業員規模別の割合を見ると、 

4 人～99 人以下の事業所が 97％、100 人～299 人の事業所が 2％である。300 人以上の事 

業所は 1%となる。製造業の中小企業定義からみれば、中小規模の企業数の割合が 99％と 

いう特徴となっている。  

javascript:void(0)
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 また、図表１－２の金属素形材製品製造業(小分類)の全事業所数 3､119 社(4 人未満の 

事業所を除く)の従業員規模別の割合も図表 1-1と同様、4人～99人以下の事業所が 97％、  

100 人～299 人の事業所が 2％である。300 人以上の事業所は 1%となる。 

 図表１－３の細分類：金属プレス製品製造業（アルミニウム・同合金を除く）の全事 

業所数 2,612 社(4 人未満の事業所を除く)の従業員規模別の割合は、4 人～99 人以下の 

事業所が 97％、100 人～299 人の事業所が 3％である。300 人以上の事業所は 12 社とな 

り、図表１－１～２より中小規模の企業が多い結果となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

41%

28%

14%

8%

6%

2% 1%
[0%(83社) 0%(36社）

0%(7社）

図表１－１ 従業者規模別事業所数割合

４人～９人

１０人～１９人

２０人～２９人

３０人～４９人

５０人～９９人

１００人～１９９人

２００人～２９９人

３００人～４９９人

５００人～９９９人

１０００人以上

36%

27%

15%

17%

4% 1%

図表１－２ 従業者規模別事業所数割合
（金属素形材製造業）

４人～９人

１０人～１９人

２０人～２９人

３０人～９９人

１００人～２９９人

３００人以上

2020 工業統計表 産業別統計表より 
（経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室） 

2020 工業統計表 産業別統計表より 
（経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室） 
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図表２－１～３として図表 1 と同様、中・小・細分類名の従業者規模別の従業者数に着

目した場合、図表２－１の金属製品製造業(中分類)の全従業者数 612,442 名(4 人未満の 

事業所を除く)の従業員規模別従業者数の割合は、4～299 人以下の従業者数の割合が 90％、

300 人以上の従業者数割合が 10％であり、中分類（金属製品製造業）の全従業者数に対す

る中小規模の企業の従業者数が 9 割であることが理解できる。 

 

 

 

 

 

 

37%

28%

15%

17%

3%
0%(12社）

図表１－３ 従業者規模別事業所数割合
（細分類：金属プレス製品製造業）

４人～９人

１０人～１９人

２０人～２９人

３０人～９９人

１００人～２９９人

３００人以上

11%

15%

14%

13%

18%

13%

6%

5%
4% 1%

図表２－１ 従業者規模別従業者数割合
(中分類：金属製品製造業）

４人～９人

１０人～１９人

２０人～２９人

３０人～４９人

５０人～９９人

１００人～１９９人

２００人～２９９人

３００人～４９９人

５００人～９９９人

１０００人以上

2020 工業統計表 産業別統計表より 
（経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室） 

2020 工業統計表 産業別統計表より  
（経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室）   
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図表２－２の金属素形材製造業(小分類)の全従業者数 93,293 名(4 人未満の事業所を除

く)の従業員規模別従業者数の割合は、4～299 人以下の従業者数の割合が 99％、300 人以

上の従業者数割合が 1％であり、小分類（金属素形材製造業）の全従業者数に対する中小

規模の企業の従業者数がほとんど（99%）を占めている。また、図表２－３の金属プレス製

品製造業(細分類)の全従業者数 66,303 名(4 人未満の事業所を除く)の従業員規模別従業

者数の割合は、4～299 人以下の従業者数の割合が 91％、300 人以上の従業者数割合が 9％

であり、細分類（金属プレス製品製造業）の全従業者数に対する中小規模の企業の従業者

数が約 90%となり、中・小・細分類の従業員規模別従業者数の割合も事業者数割合と同様、

90%が中・小規模の企業によって支えられている業界といえる。 

 

 

 

 

 

 

  

8%

12%

12%

31%

24%

13%

図表２－２ 従業者規模別従業員数割合
(小分類：金属素形材製造業）

４人～９人

１０人～１９人

２０人～２９人

３０人～９９人

１００人～２９９人

３００人以上

9%

15%

15%

34%

18%

9%

図表２－３ 従業者規模別従業者数割合
(細分類：金属プレス製品製造業）

４人～９人

１０人～１９人

２０人～２９人

３０人～９９人

１００人～２９９人

３００人以上

2020 工業統計表 産業別統計表より 
（経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室） 

2020 工業統計表 産業別統計表より 
（経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室） 
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図表３－１～３として、図表 1、2 と同様、中・小・細分類名の従業者規模別の製品出荷

額に直黙した場合、図表３－１の金属製品製造業(中分類)における従業者規模別の製品出

荷額（2020 工業統計表から総出荷額 15,821 兆円）の従業員規模別の出荷額割合をみると、

4～99 人以下の事業所が 59％、100 人～299 人の事業所が 24％であり、製品出荷額割合か

らでみれば、中小企業の製品出荷割合が 83％と大きいことが分かる。 

 
 

 

 

図表３－２の金属素形材製造業(小分類)における従業者規模別の製品出荷額（2020 工

業統計表から総出荷額 2,322 兆円）の従業員規模別の出荷額割合をみると、4～99 人以下

の事業所が 49％、100 人～299 人の事業所が 33％であり、製品出荷額割合からでみれば、

中小企業の出荷額が 82%占めている。 

 

 

 

940,014

６％ 1,679,491

１１％

1,797,087

１１％

1,857,920

１２％

3,031,100

１９％

2,588,388

１６％

1,332,375

８％

1,341,435

９％

928,641

６％

325,272

２％

図表３－１ 従業者規模別製品出荷額&割合
(中分類：金属製品製造業）

４人～９人

１０人～１９人

２０人～２９人

３０人～４９人

５０人～９９人

１００人～１９９人

２００人～２９９人

３００人～４９９人

５００人～９９９人

79,291

３％
161,755

７％

200,211

９％

690,198

３０％

762,955

３３％

427,719

１８％

図表３－２ 従業者規模別出荷額＆割合
(小分類：金属素形材製造業）

４人～９人

１０人～１９人

２０人～２９人

３０人～９９人

１００人～２９９人

３００人以上

2020 工業統計表 産業別統計表より        【上段(出荷額：百万円）】 
（経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室） 【下段(（割合：％）】  

2020 工業統計表 産業別統計表より 
（経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室） 
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図表３－３の金属プレス製品製造業(細分類)における従業者規模別の製品出荷額

（2020 工業統計表から総出荷額 1,420 兆円）の従業員規模別の出荷額割合をみると、4～

99 人以下の事業所が 61％、100 人～299 人の事業所が 24％であり、製品出荷額割合から

でみれば、中小企業の出荷額が 85％と大きいことが示されている。 

 

 

 

図表４－１～２は、それぞれ金属製品製造業(中分類)の小分類別の事業所数、金属素形

材製造業(小分類)の細分類別事業所数を示している。 

図表４－１をみると、金属製品製造業(中分類)の小分類業種の中で事業所数が多いのは、

「建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業除く）」(44%)、「金属皮膜・彫刻業、熱処理

業（ほうろう鉄器除く）」(19%)、「金属素形材製造業」(13%)の順となり、これらの 3 業種

を合わせると合計 76%の事業所数を占めている状況である。 

 

  

67,099

５％ 138,551

１０％

171,465

１２％

481,814

３４％

346,011

２４％

215,416

１５％

図表３－３ 従業者規模別製品出荷額＆割合
(細分類：金属プレス製品製造業）

４人～９人

１０人～１９人

２０人～２９人

３０人～９９人

１００人～２９９人

３００人以上

195
1,703 887

11,119

3,149
4,702

684 1,330 1,444

0

20,000

図表４－１ 金属製品製造業(中分類）における

小分類別事業所数

ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業

洋食器・刃物・手道具・金物類製造業

暖房・調理等装置、配管工事用附属品製造業

建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む)

金属素形材製品製造業

金属被覆・彫刻業、熱処理業（ほうろう鉄器を除く）

金属線製品製造業（ねじ類を除く)

ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

その他の金属製品製造業

2020 工業統計表 産業別統計表より       【上段(出荷額：百万円）】  
（経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室）【下段(割合：％）】 

2020 工業統計表 産業別統計表より算出 
（経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室） 
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また、図表４－２の金属素形材製造業(小分類)の細分類別従業者数をみると、細分類

の金属プレス製品製造業（アルミニウム・同合金を除く）が 2,612 社(全 3,149 社中)、

83%の事業所数を抱えており、アルミニウム・同合金製品製造業の事業所数と比較しても

6 倍以上となっている。 

 

 

 

 図表５－１～２では、それぞれ金属製品製造業(中分類)の小分類別の従業者数、金属  

素形材製造業(小分類)の細分類別の従業者数を示している。 

 図表５－１～２をみても、図表４－１～２の事業所数と同様の傾向となっている。図 

表５－１では、「建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業除く）」(37%)、「金属皮膜・ 

彫刻業、熱処理業（ほうろう鉄器除く）」(18%)、「金属素形材製造業」(15%)の順となっ 

ており、これらの 3 業種をもって金属製品製造業(中分類)の合計 70%の従業者数を占め 

ている状況である。 

 
 

432社 2,612社 105社

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

図表４－２ 細分類業種別事業者数
（金属素形材製品製造業）

アルミニウム・同合金プレス製品製造業

金属プレス製品製造業（アルミニウム・同合金を除く）

粉末や金製品製造業

7,532
38,60439,189

226,774

93,293110,781

12,23637,46546,568

0

500,000

図表５－１ 金属製品製造業における

小分類別業種の従業者数

ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業

洋食器・刃物・手道具・金物類製造業

暖房・調理等装置、配管工事用附属品製造業

建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む)

金属素形材製品製造業

金属被覆・彫刻業、熱処理業（ほうろう鉄器を除く）

金属線製品製造業（ねじ類を除く)

ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

その他の金属製品製造業

2020 工業統計表 産業別統計表より算出 
（経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室） 

2020 工業統計表 産業別統計表より算出 
（経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室） 
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図表５－２の金属素形材製造業(小分類)の細分類別の従業者数では、細分類である「金

属プレス製品製造業（アルミニウム・同合金を除く）」が 70%強を占めている。 

 

 

 

 

経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室でまとめられている工業統計表を基

に、ここまで整理してきたが、今回の見直し整備業種である「金属プレス製品製造業」の

事業所数、従業者数の正確なデータとして捉えるのではなく、核となるデータとして参考

とすることに注意したい。なぜなら、現実的に当該体系業種の金属プレス製品製造業の各

企業は、日本標準産業分類という中で企業活動をしているわけではなく、当統計表に表れ

るデータの記入を行っているにすぎず、当該体系業種の正確なデータとは言えないことは

周知の事実だからである。 

 

実際に、日本標準産業分類の製造業(大分類)の中分類である金属製品製造業の小・細分

類を見ても、自動車部品用の金属プレス製品等は、金属製品製造業(中分類)の小分類：「そ

の他の金属製品製造業」のデータ(事業所数、従業者数、製品出荷額等)として記載されて

いることも考えられる。また、製造業の輸送用機械器具製造業(中分類)、小・細分類にあ

る自動車部分品・附属品製造業(中分類)の中でデータとして含まれていると考えられ、今

回の職業能力の体系整備業種「金属プレス製品製造業」の正確な事業者数を導くことは困

難であることを付記する。 

 

ここで図表６－１～２として、金属製品製造業(中分類)の小分類別の出荷額、金属素形

材製造業(小分類)の細分類別出荷額も参考に記載する。因みに、製造業全体の出荷額合計

は、331 兆円で、中分類の金属製品製造業では 15 兆円の製品出荷額(製造業全体の 4.8%を

占める)、小分類の金属素形材製造業では、2.3 兆円であり、製造業全体の 0.7％、中分類

金属製品製造業の中では 15%を占めている。現実の金属プレス製品製造業（当該体系業種

ともいえる）に関係する輸送用機械器具製造業(中分類)の出荷額は、70 兆円にもなり、実

際にはその一部が金属プレス製品製造業の出荷額にも含まれていると思われる。 

  

13,921 66,303 13,069

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

図表５－２ 細分類別の従業者数
(小分類：金属素形材製品製造業）

アルミニウム・同合金プレス製品製造業

金属プレス製品製造業（アルミニウム・同合金を除く）

粉末や金製品製造業

2020 工業統計表 産業別統計表より算出 
（経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室） 
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 図表６－１の金属製品製造業（中分類）における小分類別業種の製品出荷額をみると、 

建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業除く)（42%）、金属素形材製品製造業（15%）、 

金属皮膜・彫刻業、熱処理業（ほうろう鉄器除く）（12%）となり、3 業種の金属製品製造 

業(中分類)に占める割合は、69%となる。 

 

 

 

 図表６－２の金属素形材製品(小分類)（2.3 兆円の出荷額）における細分類業種の製 

品出荷額をみると、細分類の金属プレス製品製造業（アルミニウム・同合金を除く）が 

1.4 兆円となり、50%強を占めており、アルミニウム・同合金製造業が約 5,400 億円、粉 

末や金製品製造業が 3,651 億円と続いている。 

 

 

 

301,100

758,915

1,312,277

6,713,476 2,322,129

1,870,621

309,854
1,111,353

1,121,998

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000

図表６－１ 金属製品製造業における

小分類別業種の製品出荷額

ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業

洋食器・刃物・手道具・金物類製造業

暖房・調理等装置、配管工事用附属品製造業

建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む)

金属素形材製品製造業

金属被覆・彫刻業、熱処理業（ほうろう鉄器を除く）

金属線製品製造業（ねじ類を除く)

ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

その他の金属製品製造業

536,644 1,420,356 365,129

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

1

図表６-２ 細分類別製品出荷額
（小分類：金属素形材製造業)

アルミニウム・同合金プレス製品製造業

金属プレス製品製造業（アルミニウム・同合金を除く）

粉末や金製品製造業

2020 工業統計表 産業別統計表より算出     【単位：百万円】 
（経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室） 

2020 工業統計表 産業別統計表より算出     【単位：百万円】 
（経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室） 
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 ２－５ 更新整備作業の流れイメージ等 

  当該体系の整備の年度内作業の流れを整理すると以下のとおりである。（図表 7 参照） 

① 前年度に選定、決定された新規・更新整備の対象業種の準備・実施 

・協力団体の選定・協力依頼訪問、構成企業の委員候補の推薦依頼等 

・調査研究委員会及作業部会の委員委嘱、スケジュール、検討項目等の作成 

② 当該体系の各種データ案の作成 

（整備分野の統計資料等、業務の流れ図、職務構成表、職務分析表等の作成） 

③ 委員会及び作業部会の検討、運営 

④ 企業訪問ヒアリングの実施 

ヒアリング項目の検討及び協力団体の構成企業他 10 社程度の選定、実施 

⑤ 当該体系の更新整備の検討・修正等の終了 

⑥ 外部への公開様式１～４のデータ作成・公開 

⑦ 資料シリーズの報告書の作成・発刊 

⑧ 次年度新規・更新整備の選定・決定及び協力団体への協力依頼等 

当該体系の新規・更新整備の基本方針計画に沿って整備することになるが、団体

の協力を得ることができなかったり、何らかのトラブル等（自然災害や体制等の

問題など）が発生する場合があるので、状況に合わせて随時、2 者会議等（本部と

基盤整備センター）を通して、情報共有を図りながら対処しつつ「職業能力体系」

の新規・更新整備を実施している。また、今回の当該更新整備体制及び当該体系の

更新整備の検討の流れを図示すると以下のとおりである。（当該委員会及び作業部

会の構成、開催時期等は次頁２－５－１を参照） 

図表７【更新整備の実施体制・検討の流れイメージ等】 
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  ２－５－１ 調査研究委員会及び作業部会 

調査研究委員会は、団体から推薦された業界、構成企業の専門家で構成される。調 

査研究作業部会は、高齢・障害・求職者雇用支援機構から整備対象業種に関連した専 

門性を保有する職業訓練指導員で構成され、当機構の各施設で行われる事業主支援等 

の実態を踏まえ、本年度でいえば、平成 15 年度に整備された金属プレス製品製造業に 

必要と思われる能力要素等を具体的に検討し、見直した「職業能力の体系」案（業務 

流れ図、職務構成表、職務分析表）を作成する。 

この案を基に調査研究委員会で業界、企業現場の実態に沿うよう加筆・修正を行っ 

ている。今回は更新整備となるので、社会情勢、技術革新等の変化の中で、組織構成 

や技能・技術がどう変わったのか、また職務構成、能力要素等に反映すべき点は何か 

などを重要な視点とした。なお、この金属プレス製品製造業は、事業規模として従業 

者規模 100 人以上の企業が少ないことから、従業員数 50 人程度の企業現場を核と意 

識しつつも、企業規模に捉われない包括的な当該体系整備となるよう心がけた。作業 

部会は年 3 回開催し、委員会は、作業部会終了後に最終的な「職業能力の体系」案の 

精査を行うため、年 4 回開催とした。但し、今年度はコロナ感染症の影響が大きく、 

年間スケジュールも遅滞した。主な検討項目は以下のとおりである。但し、本年度は 

コロナ感染症の影響を受けて、団体への協力依頼の訪問時期も遅れてしまい、第１回 

調査研究委員会は中止、第１回調査研究作業部会も書面開催としたことを付記する。 

 

・第 1 回作業部会（令和２年 7 月 15～17 日）（9:00～17:00 最終日（9:00～15:00）） 

コロナ感染症の影響を受け、書面開催として「業務の流れ図」「職務構成表」「職務分 

析表」案の検討・修正を実施した。（集合形式での開催中止） 

・第 1 回委員会（令和２年 7 月１６日）（作業部会と合同開催 13:00～16:00） 

同じく、コロナ感染症の影響等により、開催自体を中止。 

・第 2 回作業部会（令和２年９月９～１１日）（9:00～17:00 最終日（9:00～15:00）） 

「職務構成表」「職務分析表」修正案の検討・修正 

・第 2 回委員会（令和２年９月１０日）（作業部会と合同開催 13:00～16:00） 

「職務構成表」「職務分析表」修正案の検討（質問形式での意見交換等） 

・第 3 回作業部会（令和２年１１月１１～１３日）（9:30～17:00 最終日（9:30～15:00）） 

「職務分析表」最終案の検討・修正（作業部会と合同開催 13:00～16:00） 

・第 3 回委員会（令和２年１１月１２日）（作業部会と合同開催 13:00～16:00） 

  「職務構成表」「職務分析表」修正案の検討・修正（質問形式での意見交換等） 

・第 4 回委員会（令和２年１２月１０日）（単独開催 13:00～16:00） 

成果物（業務の流れ図、職務構成、職務分析）の精査 

  (第４回委員会のみ、開催場所を職業大ではなく、機械振興会館で開催) 

この他、委員会委員の所属企業には随時、工場見学、ヒアリング訪問をしている。 

 

  ２－５－２ 企業訪問によるヒアリング 

当該体系における更新整備は、主に調査研究作業部会（高齢・障碍・求職者雇用支

援機構職員で構成）、及び調査研究委員会（団体推薦した構成企業の専門家で構成）で
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実施したが、この他、金属プレス業界の実態把握を目的として企業ヒアリングを行っ

た。一般社団法人 日本金属プレス工業協会傘下の構成企業を踏まえて、企業規模や

今回の更新整備の対象業種名が中分類であるという業種の幅や製造する金属プレス

製品自体の多種・多様性であることも含め、全国の企業から 10 社程度を選定し、訪

問を計画した。しかし、コロナ感染症の影響が継続する中で、企業訪問は困難を極め、

結果的に４社（調査研究作業部会委員の所属施設周辺の企業から選定）と調査研究委

員会の所属企業１社の計５社となった。訪問形態の内訳としては、ＷＥＢ会議での対

応が 1 社、面談形式が 1 社、企業訪問(工場見学含む)が２社となっている。勿論、調

査研究委員会の委員の所属団体・企業等には、数回の訪問を通して業界動向や人材育

成状況等を含め、当該体系データについて意見交換していることも付記する。企業規

模や所在地は、図表８の【金属プレス製品製造業におけるヒアリング企業一覧】のと

おりである。 

企業規模は、金属プレス製品製造業の実態を踏まえ、50 人前後を中心に計画し、20

人～99 人（4 社）、100～199 人(1 社)の訪問結果となり、当業界の従業員規模の実態

に沿った訪問とはなっている。また、ある程度の業種の幅を踏まえた企業訪問もでき、

「職業能力の体系」の活用も含め、様々な意見交換ができたことも有意義であった。

なお、今回の更新整備では、金属プレス製品製造としては、各種加工法も網羅し、各

種溶接、レーザー加工等も同時に事業展開していることも考慮しながら体系データを

作成することとしていることを踏まえると、金属プレス製品をはじめ、建設車両、農

業車両、自動車等の部品、特殊車両(タンクローリー等)の車体製造など多分野の企業

訪問ができ、企業を取り巻く環境等についても、貴重な意見交換もできたことを報告

する。訪問ヒアリング企業の所在地に関しては、当初 10 社の訪問計画の中で、コロ

ナの影響もあり結果的に、関東１社、山陰 2 社、山陽 2 社の計 5 社となった。(ヒア

リング結果については、参考２を参照) 

 

 

図表８【金属プレス製品製造業におけるヒアリング企業一覧】 

 

NO 事業所 地域 従業者規模 主な製品 

１ Ａ社 
茨城 

(関東) 
100～199 人 

自動車部品、建設車両部品、金属プレス
製品、金型設計等 

２ Ｂ社 
島根 

(山陰) 
20～99 人 農業用機械部品、ドアロック部品等 

３ Ｃ社 
島根 

(山陰) 
20～99 人 

シャーリング加工、板金加工、レーザー・
溶断加工等 

４ Ｄ社 
兵庫 

(山陽) 
20～99 人 

精密板金加工、各種筐体の組立、レーザ
ー・パンチング加工等 

５ Ｅ社 
兵庫 

(山陽) 
20～99 人 

特殊車両の車体部品、金属プレス加工（厚
板曲げ加工、レーザー加工等） 
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第３節 「職業能力の体系」の整備とは 

  ３－１ 「職業能力の体系」の構成 

体系とは、職業に従事するために必要な職業能力を明確にし、その能力を段階的か

つ体系的に整理したものである。体系の概念は、図表９「職業能力の体系」概念に示

しており、組織構成、業務構成、そして能力構成をツリー構造で表現している。 

ツリー構造では、左方から大きい順に「部門」「職務」「仕事」「作業」とし、「作業」

をさらに細分化して知識と技能・技術の要素に分け、これを「作業に必要な主な知識

及び技能・技術」とする。なお、このツリー構造の階層は、企業規模によって変化す

るものである。詳細は後述する。 

業務の流れを図で表現したものを「業務の流れ図」、組織構成として「部門」と「職

務」を整理した一覧表を「職務構成表」とし、「部門」から「作業に必要な主な知識及

び技能・技術」までを記述した一覧表を「職務分析表」として作成している。 

 

 図表９「職業能力の体系」の概念 

 

 

 

 

   こうした一連の関係を明らかにするために職務分析を行うが、この分析にあたって

は企業の生産活動において必要な内容を分析している。以下、ここで使用している主

な用語について説明する。 

 

○部門（Area） 

「部門」とは、企業全体の業務機能をその種類、系統等によって大きく括った区分

であり、企業組織として一定の役割を持った複数の「職務」の集まりをいう。おおむ
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ね企業組織の“部”や”課”に相当し、企業の規模等によっては、2 つの部門で整理

する場合もある。 

 

○職務（Block） 

「職務」とは、企業組織として果たすべき業務機能を同一の種類、系統等で括った

区分であり、複数の「仕事」の集まりをいう。おおむね企業組織の“係”に相当する。 

 

○仕事 （Job） 

「仕事」とは、企業の経営活動に資する一定の目的を持って遂行するものであり、

分業または分担が可能な”まとまり”で、各人に割り当てるための単位のことである。

また「職業能力の体系」では、「仕事」に「レベル」を設定している。「レベル」につ

いては、後述する。 

 

○作業（Operation） 

「作業」とは「仕事」を構成する要素であり、これ以上分割できないものである。

また、一人の労働者が行う一連の動作でもあり、複数人で行った場合、効率の低下や

安全性が損なわれる場合もある。 

 

○作業に必要な主な知識及び技能・技術 

「作業に必要な主な知識及び技能・技術」とは、職務分析における「作業」を行う

ための必要な能力を知識及び技能・技術に分けて表したものである。一連の動作一つ

ひとつの内容、範囲、程度等について、「知識」では「作業を行うために何を知らなけ

ればならないか？」、「技能・技術」では「作業を行うために何ができなければならな

いか？」という視点で分析したものをいう。 

 

  ３－２ 「部門」「職務」「仕事」「作業」の関係  

体系の概念と用語について整理したが、さらに具体的な説明を加えると次のように

なる。「部門」を構成する要素として「職務」が、「職務」を構成する要素として「仕

事」が、「仕事」を構成する要素として「作業」が位置付いている。このような関係を

イメージ化した一例が、図表１０「職業能力の体系」の構成イメージ（製造業）である。 

 

生産活動における職業の内容が、大きな単位から小さな単位に階層化して整理され

ている。さらに、構成イメージの要素を 3 つにまとめ、①組織構成、②業務構成、③

能力構成としている。①はどのように業務を従業員に割り当てるかという組織形態に

重点があり、組織における部、課、係の構成を表している。②はどのような業務で構

成されているかという業務内容に重点があり、業務の区分を表している。③はどのよ

うしたらできるかに重点があり、それぞれの作業遂行に必要な能力を表している。ま

た、3 つの構成要素は、同一職種といえども企業の状況によって同じ場合と異なる場

合がある。 
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① 組織構成 

企業規模によって人に割り当てる業務の範囲が変わってくる。つまり、企業規模が 

小さくなれば、一人の従業員に求められる能力は多様になり、その結果として職務、

部門は統合化される傾向がある。特に零細企業を対象とする場合、部門などが無い組

織構成となる可能性がある。 

 

② 業務構成 

企業規模に依らず、同一性が高いものである。業務内容の区分の仕方は、組織形態

ではなく個々の従業員の動作に掛かっているからである。つまり、どのような企業で

も一人の従業員が一度にできる動作の範囲はそれほど変わらないと考える。 

③ 能力構成 

企業の有している技能・技術の質に係る内容であり、基本的なものは各企業共通の

要素が多い。しかし、細部に及べば企業独自の内容となる。 

また、「作業に必要な主な知識及び技能・技術」は、「部門」から「作業」までの包

含関係のとらえ方とは異なる。一連の動作一つひとつについて、その動作の背後にあ

るのは何かを明らかにしている。いわば、作業のポイントとなる知識、技能、技術を

意識化し、具体的に表現してわかりやすくしている。 

「職業能力の体系」の最終ターゲットは、「誰が行う作業なのか」である。それを明

確にしながら整備を進めていくこととなる。  
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図表１０ 「職業能力の体系」の構成イメージ（製造業） 

 

 

  

能力構成

部門 職務 仕事 作業 作業に必要な主な知識、技能・技術
部・課 係 分業、分担可能な作業群 まとまりのある動作群 作業のポイントとなる知識、技能、技術を表現

営業活動 ～の作成 ～できる
・ ・ 　～を知っている
・ ・ 　～を知っている
・ ・ 　～を知っている

・ ・
・ ・
・

顧客対応 ～の対応 ～できる
・ 　～を知っている
・ 　～を知っている

機械・電気保守 ・ 　～を知っている
・
・

機械設計 ～の作成 ～できる
・ 　～を知っている
・ 　～を知っている

構造設計 ・ 　～を知っている
・
・

通信システム設計 ～の作成 ～できる
・ 　～を知っている
・ 　～を知っている

画像処理システム設計 ・ 　～を知っている
・ ・ ・
・ ・ ・
・

製品生産計画 ～の作成 ～できる
・ ・ 　～を知っている
・ ・ 　～を知っている

生産工程計画 ・ 　～を知っている
・ ・
・ ・

技術資料管理 ～の選定 ～できる
・ ・ 　～を知っている
・ ・ 　～を知っている

・ 知的財産管理 ・ 　～を知っている
・ ・ ・
・ ・ ・

切断 ～加工 ～できる
・ ・ 　～を知っている
・ ・ 　～を知っている

旋盤加工 ・ 　～を知っている
・ ・
・ ・

電装関係組立 ～作業 ～できる
・ ・ 　～を知っている
・ ・ 　～を知っている

・ 総合組立 ・ 　～を知っている
・ ・ ・
・ ・ ・

経営企画 ～の企画 ～できる
・ ・ 　～を知っている
・ ・ 　～を知っている

リスクマネジメント ・ 　～を知っている

庶務 ～の作成・管理 ～できる
・ ・ 　～を知っている
・ ・ 　～を知っている

広報 ・ 　～を知っている

会計 ～の整理 ～できる
・ ・ 　～を知っている
・ ・ 　～を知っている

財務・税務 ・ 　～を知っている
・ ・
・ ・

組立

経営

総務

経理

事務・管理

製品設計

ソフトウェア設
計

設計

生産計画

技術管理

生産計画・管理

製造

加工

組織構成 業務構成

営業

営業

保守サービス保守サービス
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  ３－３ 「職業能力の体系」における区分レベルについて 

体系では「仕事」に区分レベルを付けている。「仕事」にレベルを付けることによっ

てキャリア形成の道筋がわかりやすくなり、人材育成の道筋が見えてくる。 

一つは、専門性を活かした仕事のレベルアップであり、責任の度合いが高まる場合

が考えられる。経験を積み重ねることで現業の習熟を図るとともに、責任の範囲の広

い仕事に従事していく流れである。複数の従業員を司る仕事に従事することで責任の

範囲が広がる、所謂、管理職や指導者となるキャリア形成である。 

もう一つは、仕事の範囲を拡大していくことであり、いわゆる多能職化のキャリア

形成である。多能職も同じ職務内における拡大と、異なる職務への拡大がある。前者

は、同じ職務の中で多種多様な仕事を担当していく多能工へのキャリア形成である。

後者は、ある程度能力形成ができた時点において、異なる職務の能力形成を図ってい

く、職務の範囲を広げる多能職へのキャリア形成である。 

このように、仕事とレベルの相関関係を明らかにすることは人材育成を考える上で

重要なポイントである。なお今回の整備における具体的な考え方は後述の図表１１で

示している。 

ここでの区分レベルと在職者個人の能力レベルとは異なる点に注意が必要である。 

  

図表１１ 区分レベルごとの仕事内容の主な考え方 

区分 

ﾚﾍﾞﾙ 
仕事内容の主な考え方 仕事の概念 

１ 

 指導指示または指導管理の下で行う仕事 

 定められたマニュアルに沿って、部分的に指導を受けながら行う仕事

（日常定型業務等） 

 チームの中でメンバーとして行う仕事 

 補助的または基礎的な仕事 

 労働災害の意義及び危険防止が理解できる段階の仕事  

企業利益の 

礎を育む仕事 

２ 

 職務の反復経験から適切な判断ができ自主的に行う仕事 

 チームの中で中心メンバーとして行う仕事 

 職務の反復経験から創意工夫や改善について提案相談できる段階の

仕事 

 職務に関する専門分野の向上や拡大のため、新たな職務にチャレンジ

する段階の仕事 

企業利益を 

生む仕事 

３ 

 指導指示または指導管理を行う仕事 

 与えられた持ち場で管理運営または部下の指導監督を行う仕事 

 チームの中でリーダーとして行う仕事 

 他部門または他企業との業務調整、問題解決等を行う仕事 

 職務に関する専門分野の高度化または他の専門分野との複合化に対

応する仕事 

 企業の政策（事業展開）や経営方針の企画・立案を上申する仕事  

企業利益を 

先導する仕事 

４ 

 新しい生産設備や新技術の導入に対応する仕事 

 他の専門分野との複合・統合により高付加価値化や新分野展開を担う

研究開発的または調査分析的な仕事 

 企業内の基準・制度の改正を行う仕事 

 企業の政策（事業展開）や経営方針の企画・立案・決定に参画する仕

事 

 総合的な判断及び意思決定を行う仕事 

企業利益を 

創造する仕事 
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  ３－４ 業務の流れ図 

「業務の流れ」とは、製造工程など製造の部署の流れと営業などの間接する部署の

関係を指す。視覚的に企業全体の業務の流れをイメージできるように示したものが、

業務の流れ図である。平成 23 年度より、「職業能力の体系」を整備する際に作成して

いる。図表１２において、「職業能力の体系」作業フローを示す。 

 

図表１２ 「職業能力の体系」作業フロー 

 

 

体系の整備では「業務の流れ」から「職務構成」を検討する様に示した。実際の整

備においては、業務の流れ図を書きながら、職務を決定していくが、「業務の流れ図」

と「職務構成表」は一体的にまとめていくこととなる。よって、業務の流れ図と職務

構成表は同時に作成を進行することが前提であり、どちらかに変更が生じた場合、連

動して両者に反映させる必要がある。 

  

業務の流れ図は、選定した業界の標準となる品目が提供されるまでの業務の流れを

表す。（製造業であれば製造工程、サービス業であればサービスの流れ）収集した情報

から、組織図及び工程表を活用する。収集した情報から、選定した想定品目、製品で

あれば製造工程、サービスであればその流れを図で示す。特に活用する情報は、組織

図や工程表となる。業務の流れ図で明記する項目は、「部門」、「職務」を軸とするが、

場合によっては「仕事」も扱う。また次章で述べる職務構成などで「仕事」を整理し

た際に、業務の流れ図を構成している「部門」、「職務」については、変更される場合

がある。 

  

 業務の流れ図で使用する線の種類および用途については、図表１３に示す。 

図表１４では、業務の流れ図の基本フォーマットを示している。部門間の連携を横 

軸とし、時系列が縦軸である。また、図表１５にその使用例を示す。 

 



第 1章 総論 

- 27 - 

 

図表１３ 線の種類および用途 

 

線の種類  シンボル  線の用途  

太い実線  
 各製造工程を表すのに用いる。  

各サービスを表すのに用いる。  

細い破線   情報の流れを表すのに用いる。  

細い実践   任意の集合を表すのに用いる。  

白抜き矢印  
 製造 工程にお いて 協力 会社を表 すのに 用

いる。  

矢印  
 流れの方向を表すのに用いる。  

（例  両矢印であれば双方向の関係）  

太い四角枠  

 

「部門」、「職務」、「仕事」を示すのに

用いる。  

細い四角枠  

 

任意の集合を表すのに用いる。  

 

 

 

 

図表１４ 基本フォーマット 

  

P 

D 

C,A 

外部 連携 

時系列 

協力会社等 

部門間連携 
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図表１５ 使用例 

 

  ３－５ 職務構成 

職務構成とは、企業の組織とその構成要素を指し、同一企業でも時代とともに変化

していくものである。その変化を踏まえて部門と職務の示したものが「職務構成表」

である。これらの作業を行っていくうえで必要となる主な情報が、組織図、事務分掌

表、工程表であり、それらを分析しながら業務の流れ図と職務構成表を作成すること

となる。また、職構構成表をまとめていく過程では、次の検討項目である「仕事」や

「作業」を念頭に置いて、検討していくこととなる。 

職務構成表を検討する際に、部門に用いる文言の例を以下に明記しておく。 

   第１優先：経営、事務管理、営業、設計、製造 

    第２優先：生産管理、品質、開発、生産 

業界用語を用いることを避け、出来うる限り一般的で汎用性のある用語で示すこと 

とする。 
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  ３－６ 職務分析 

職務分析とは、「職業能力の体系」のうち職業に従事するために必要な職業能力を

明確にし、その能力を段階的かつ体系的に整理することである。それをまとめたもの

が、「職務分析表」である。 

   「職務分析表」の作成において、分析を行う際に異なるレベルの仕事が混在する場

合は、詳しく仕事の内容を分析する必要がある。「職業能力の体系」の整備では、想定

される品目選定が成されれば、「業務の選定」、「職務構成の検討」、「職務分析の検討」

については、大きな項目（部門など）から小さな項目（作業など）へと進めるトップ

ダウンの流れと、それとは逆のボトムアップの流れの２つの進行方法があることを念

頭に置いておく。 

   「職務分析表」は、「業務の流れ図」と「職務構成表」を元に、収集した情報を合わ

せて整理し、「仕事」、「作業」、そして「主な知識及び技能・技術」として記述する。 

職務分析表は、大きさの順に「職務」→「仕事」→「作業」→「作業に必要な主な

知識及び技能・技術」とツリー構造にして相互の関係を示す。併せて、その「仕事」

のレベルも表記する。また、「作業に必要な主な知識及び技能・技術」は、その作業を

実施する上での動作とその前提知識を記載する。それぞれの作業について、「作業を

遂行するためにできなければならない重要な動作」を、優先度や重要度の高い順に「～

ができる」として 3 つ程度記述する。さらに、その「～ができる」に対し、「動作を裏

付ける判断基準や工夫点」を「～を知っている」として 3 つ程度記述する。 

営業部門、生産管理部門、経営及び事務管理部門は汎用データとして取りまとめて

いるので、それらを活用する。整備の対象となるのは、今回の場合は、主に技術部門

と製造部門である。 

 

  ３－６－１ 「仕事」 

「仕事」や「作業」の表記は、できるだけ一般的な表記が好ましいため、その「仕

事」が特定機器等に依存する場合であってもできるだけ機器名を出さず、一般的で汎

用性のある表現にしている。 

 JIS や学術用語集等を活用して一般的で汎用性のある表現としている。しかし、業

界標準となっているような商標・機器を用いて「仕事」や「作業」が行われている場

合は、「職業能力の体系」をより使いやすくする観点から「仕事」の表現に含めること

もある。 

 企業の経営活動に資する一定の目的を持って遂行するものであり、分業または分担

が可能な”まとまり”で、各人に割り当てるための単位として、「仕事」をまとめてい

る。 

 

  ３－６－２ 「作業」 

「仕事」を構成する要素であり、これ以上分割できないものとしている。また、一

人の労働者が行う一連の動作でもあり、複数人で行った場合、効率の低下や安全性が

損なわれる場合もある。 
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  ３－６－３ 「作業に必要な主な知識及び技能・技術」 

「知識」及び「技能・技術」の表記内容は、その「作業」を遂行するのに最低限必

要不可欠なものだけを記述することとしている。表記が細か過ぎると、例えば「作業」

の会計資料作成における「作業に必要な主な知識及び技能･技術」で「鉛筆の持ち方を

知っている」、「消しゴムの使い方を知っている」までを記述することになる。そのた

め、煩雑化しないように留意する。体系では、「作業」を行うために必要な能力を「知

識」及び「技能・技術」に分け、行動あるいは動作として「～ができる」事項とそれ

を裏付ける知識として「～を知っている」事項を記述する。 

 

○技能・技術（～ができる）について 

・各「作業」については必要な動作(～できる)を列挙する。 

・動作に順序性のあるものは作業手順として考える。 

・動作に順序性が認められない場合は、重要な作業の要素を記載する。 

・列挙した動作群の中で、重要度、優先度の高いものを順に 3 つ程度選択する。 

・動作に共通要素が多いもの(例えば準備・整理・安全など)は、個別作業に記載せず

同一作業としてまとめるか省く。 

・定型的で単純なものや詳細を記載できない表現となるもの(例えば、文書を作成で

きる、パソコン操作ができるなど)は省く。 

・動作を 1 つしか設定できない場合は、分析が足りないのではと考え、ポイントとな

る要素を再考する。それでも思い浮かばない場合は、「作業」の単位を検討し、他の

個所と括れないかを考える。逆に動作や知識が多くなった場合、他の「作業」に分

割する必要性があるか検討する必要がある。 

 

○知識（～を知っている）について 

・各動作について、その裏付けや前提となっている知識(～を知っている)を列挙する。 

・その動作ができるために、事前に最低限知っておかなければならないことを 3 つ程

度で簡潔に表現する。 

・動作に直接働きかけるものを記載し、参考として知っているものや漠然としたもの

(例えば、材料力学を知っている、建築基準法を知っている、JIS を知っているなど)

は記載しない。もしくは表現方法を検討する。(建築基準法の○○を知っている、

JIS Z○○の△△を知っている など) 

・材料の種類や手法の違いはあるものの、一つの表現にまとめても差し支えないもの

は「各種…(○、△、□等)を知っている、○○の加工方法(△△、□□等)を知って

いる」と記載する。 

・経験に裏付けられたカンやコツのように言語化や形式値化が難しいものは、記載し

なくともよい。 

 （例)「加工した部品の面粗さや寸法を手触りや視認で判断することができる。」と

いった記述は、個人の熟練度に依存するため記載が困難。 

職業に就くのに必要な職業能力を段階的かつ体系的に整理するために、職業の単位 
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を包含関係で検討したが、今度は、それらの内容を明らかにしていく。そのための

基本的な考え方は、「作業」の一連の動作について、主な動作とそのポイントとなる知

識、技能、技術を導き出すことである。図表１６に、「作業」と「作業に必要な主な知

識及び技能・技術」の関係を示す。 

 

図表１６ 「作業」と「作業に必要な主な知識及び技能・技術」の関係 

 

 

動作とは、直接作業を行う際に使う手足や身体の動きであり、これが順序よくスム

ースに目的を達成できるようになれば、技能・技術を習得したとして「～ができる」

と表す。技能・技術には、それを裏付けている判断の仕方や工夫が備わっており、こ

うした前提となる直接的な「知識」を「～を知っている」と表す。「知識」はいわゆる

動作のポイントであり、参考知識や周辺知識のような直接行動に結びつかないものは

記載していない。また、経験に裏付けられたカンやコツのように形式値化が難しいも

のも記載していない。 

抽出の方法については、「作業」を構成する動作、知識の中で、重要と思われる要素

を取り出す。まず、その作業における動作を重要度や優先度の高い順に 3 つ程度記載
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する。次に、それを裏付ける知識を一つの動作に対して重要度や優先度の高い順に 3

つ程度記載する。こうして取り出した動作と知識の各要素を対応させて表記している。 

動作と知識を主要なものに絞り込んでいるのは、個々の企業によって状況は異なっ

ており、これを踏まえてすべての動作や知識を抽出することは困難だからである。ま

た、際限のない抽出では、焦点が不明確になり、全体像がわかりづらくなると考える

からである。 

こうしたことから、「職業能力の体系」に整理されたデータは、企業が人材育成や能

力開発を行う時の参考に供することを目的としていることから、本データの利用に際

しては、各企業の事情に応じて追加、補充することとしている。 

 なお、作業する上での留意事項として、知識及び技能、技術については、原則『３

つ』を定義しているが、数を決めているわけではない。状況によっては当然４つ以上

の「できる」が発生する場合はある。もし４つ以上の「できる」があった場合は、作

業の分解を検討する。見直した結果、４つ以上であっても分解が困難な場合はそのま

まで差し支えないものとしている。 

 

  ３－６－４ レベル設定について 

このレベル設定については、「３－３「職業能力の体系」における区分レベルについ

て」で前述したが、体系は、職業の種類ごとに段階的かつ体系的に整理し、一覧表化

しているが、それぞれの業務を遂行するための「レベル」の設定が必要である。レベ

ルの設定にあたっては、分業、分担が可能な機能活動単位である「仕事」に注目し、

前述の「３－３「職業能力の体系」における区分レベルについて」で述べた図表１１

のような枠組みとする。 

今回の体系の整備にあたっても、図表１１を基準に、業界の特徴を加味しつつ、作

業に必要な主な知識、技能・技術を踏まえ、仕事のレベルを作業部会で検討し、委員

会で決定している。ただ、この仕事の区分レベルと個人の職業能力のレベルは基本的

に異なるものである。図表１１内の表現方法も含め、混同して誤解を生む場合もある

との昨年度の委員会等の指摘もあることから、令和元年度以降、本整備に関しては、

「1～」「2～」という表現を採用している。但し、これらの表現方法については、どの

ようなレベル設定・定義にするかなど、今後も継続して、検討していく必要があると

思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


